
 

                     （連絡先・森下直美 携帯 090-6123-2689） 

 11 月 1 日の青梅街道インター訴訟に、多くの

傍聴をいただきありがとうございました。 

提訴から９年余り。原告側・国側双方が 30 分

ずつ主張整理のプレゼンをするという異例の法廷

でしたが、弁護団がパワポを使って青梅街道イン

ターの違法性を全面的に明らかにしました。 

閉廷後、篠田裁判長は原告・国側双方の関係者を

残して進行協議を行い、「今後の進行の見通しにつ

いて伺いたい」と早期の結審を促しましたが、原告

側は「調布陥没事故の地盤補修工事中に付近でまた

気泡が発生するなど新たな事態もある」（右記事）

と、まだまだ裁判で立証すべきことはあると応じま

した。次回の第３５回口頭弁論は、2 月 22 日（木）

14 時からと決まりました。 

12 月３日 「地権者の会・支える会」総会と住民集会を開きます 

以上の通り、外環道本線と青梅街道インターの

危険性は一層明らかになっています。シールドマ

シンが私たちの地域に到達するのは「来年秋頃」

（国交省）の見込み。トンネル工事についての「家

屋調査」説明会を来年 1 月下旬頃に設定します。 

また、「更地」の活用について、練馬区も含め

た町会との話し合いの場が近く持たれます。 

これらの状況について、１２月３日（日）に「地

権者の会」「支える会」第１０回総会を開き、ご

報告します（１３時半～上石神井南地域集会所３階会議室）。15 時からは引き続き住民集

会です。小山雄一郎さん（玉川大学教授）の「外環道と住民参加」講演を受け、論議します。

合わせて是非ご参加下さい。 
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12/3（日）地権者の会＆支える会総会 13 時半～ 

住民集会 15 時～上石神井南地域集会所にて 

１１／１青梅街道インター裁判 

３０分のプレゼンで違法性を明らかに 

【年会費を集めています。ご協力をお願いします】 

「地権者の会」年会費 6000 円／「支える会」年会費 1000 円 郵便振込口座番号 00170－7－729076 

 


